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社会保障国民会議への期待

①「簡易版」の給付付き「勤労税額控除」の導入
•資産所得も含めた本格的な給付付き税額控除に先行
•税額控除と切り離した「給付のみ」は高市総理公約の形骸化
②国税当局が最適な実施主体
• 「給付のみ」でも市町村にとっての大きな事務負担増
•国が確定申告・公金受取口座の活用等で実施する体制へ
③本丸は税・社会保障制度の一体的な改革
・税制改革に全く触れなければ、その第一歩にもならない
•社会保険料負担の軽減や家族扶養制度の見直し
•出生率低下や外国人増に対応した年金財政の再検証
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「給付のみ実施方式」の問題点

①高市政権の重要政策である「給付付き税額控除」の矮小化

②同じ減税でも、高所得層に有利な所得控除から、低所得層
重視の税額控除への「税制の抜本的な転換」を欠くこと。

③様々な所得控除（基礎・給与所得・社会保険料控除など）の
本格的な整理統合が先送りされる可能性。

④簡易な税額控除方式で事業主の事務負担増は抑制可能

⑤「給付のみ方式」では地方自治体依存になる可能性
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事務局資料への補足点

• イメージ１で簡易版は雇用主保有
情報のみで支援額を決定し、税額
控除と給付を一体的に処理可能

• 将来的にも雇用主の所有しない情
報は集める必要なし。

• 雇用主には「国税当局との差額調
整前に支援金を立て替える必要な
し」を明記すれば、追加的な負担
は最小限にとどまること

• イメージ２では、確定申告を受けて、
税務署が税額控除と給付を一体
処理するため、税制改革に対応し
た会計ソフトで特段の負担なし。
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年末調整方式での中小企業の事務負担

①「『給付』と『税額控除』を両方行うと煩瑣」との説明があるが、給付
付き税額控除は、両者を一体として行う（税額から引き切れなければ
給付を行う）制度。一体的に行えば、事業者の事務負担はこれまで同
様、年一回の年末調整のみで負担増なし。

②会計ソフトやシステム等のバーションアップは、従来の税制改正（複
雑な基礎控除の導入等）と同じ。中小企業でも十分に対応可能な筈。

③政府は、給付が「事業者の立て替え負担」にならないよう、従業員
への支払いは、国税当局と事業者の差額調整後でも良いとする。

④副業に関して、従来と同様（年末調整は本業事業者がその給与に
基づき行い、本人が確定申告）で可能。

⑤「給付のみ」の場合、「事業者の年末調整」（従来どおり）に加え、
「市町村などの給付」の事務負担が生じ社会全体での事務負担増加。
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「簡易版」の給付付き税額控除の早期実現

•物価高の影響をもっとも受ける「低所得層」への有効な支援策。

•現役世代の「勤労者個人」に限定し、「働き方の壁」への対応

•給与所得者には、事業主が年末調整の際、給付付き税額控除
を適用し、源泉徴収額との差額を一体的に調整。

•自営業者（ギグワーカー含む）等には、確定申告時に国税当局
が税の徴収や給付を公金受取口座に限定して実施

•個人に業務を委託した事業者に対し、受託者への「支払情報
の税務当局への報告」を早急に義務付け、受託者の所得把握。
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国税当局が実施主体となることの必然性

•課税所得を把握してきた税務行政上の「比較優位性」

•現行の税務行政の延長で来年から実現可能な「迅速性」

•非課税対象者と課税対象者との所得把握の「一体性」

•不正な申告（副業の未申告含む）の場合、脱税と同様に摘
発・処罰の対象になるという、制度執行に対する「信頼性」

•資産所得捕捉が可能な本格版実施段階では、効率的な徴
収・給付官庁（歳入庁）の設置が必要。

•その中核となる国税当局が継続して担当する「整合性」。
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給与所得情報の国と市町村との共有システムの確立

•令和５年度税制改正により、令
和９年１月１日以後に提出すべ
き令和８年分以降の給与所得
の源泉徴収票は、給与支払報
告書を市区町村に提出した場
合、税務署に源泉徴収票を提
出したとみなされ、提出範囲が
支払報告書に揃えられる。

•国税当局は市町村に依存しなく
とも給与支払情報を把握可能。
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給付付き税額控除の「財源問題」

•給付付き税額控除の財源
は「同じ所得税制の範囲
内」で、基礎控除等の所得
控除の縮小・廃止で対応す
ることが合理的。

•給付対象者を年収300万円
までとした場合の費用は ２
～３兆円で、ほぼ基礎控除
の廃止分の枠内にとどまる

(出所)税制調査会答申2023年

日本の年収3000万円以下の所得税率は
欧州よりも低い水準
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所得税と社会保険料との不均衡の是正（例示）

•被用者の平均給与（500万円）
の所得税は11万円（実効税率
２％）に対し、社会保険料は本
人・事業主で各75万円（各15%）。

•給付付き税額控除の導入と所
得控除の引き下げで、低所得層
の負担減と税収増加の実現

•所得税収の増加で、社会保障
給付不変のまま、社会保険料
の大幅な引き下げが可能

出所）原・五島2025
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日本の所得格差の主因は市場ベースではなく、
税や社会保障制度を通じた所得再分配効果の弱さ

出所）OECD Data Base 2024 10



結論

①「給付のみ」ではなく、給付付き税額控除の導入は
「税と社会保障の一体改革」への第一歩

②個人単位、勤労所得に限定した簡易版の先行実施

③過去の給付金のような地方自治体依存ではなく、国
税当局との情報共有を通じて、国の責任で実施可能

④必要に応じて、総理直属の「給付付き税額控除制度
準備室（仮称）」を設置し、新制度実現のための具体的
なシナリオの作成
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